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１．研究会の概要 

（１）道州制のあり方研究会 委員名簿 

（敬称略、五十音順） 

氏名 主な役職 備考 

北村 裕明 滋賀大学理事・副学長 

新川 達郎 同志社大学大学院教授 座長 

村上 睦 大阪学院大学教授  

山下 淳 関西学院大学教授 副座長 

［道州制のあり方研究会 ゲスト招聘］

氏名 主な役職 備考 

中村 正久 滋賀大学環境総合研究センター特任教授 第１回会合 

佐々木 信夫 中央大学教授 第３回会合 

石 田 和 之 徳島大学大学院准教授 第３回会合 
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（２）道州制のあり方研究会設置要領 

（設置目的） 

第１条 国における道州制をめぐる動きに対応して、国主導の中央集権型道州制にならないよう、全

国で唯一の府県を越える広域連合として地方分権改革を推進する観点から、道州制のあり方につい

て調査・検討を行い、国に提言するとともに、将来の関西における広域行政のあり方等の検討に資

するために、関西広域連合協議会規則（以下「規則」という。）第３条第３項に基づき専門部会を

設置する。 

（名称） 

第２条 専門部会の名称は「道州制のあり方研究会（以下「研究会」という。）」とする。 

（所管事項） 

第３条 研究会は第１条の設置目的に沿って、次の事項について調査・検討を行う。 

 (1) 道州制のあり方 

 (2) 将来の関西における広域行政のあり方 

 (3) その他関連する事項 

（組織） 

第４条 研究会の委員は、規則第３条第１項および第３項の委員の中から、広域連合長が指名する。 

２ 研究会に座長および副座長を置き、前項で指名された委員の中から互選する。 

３ 座長は、研究会の会務を総理する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、座長の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 研究会は、座長が招集する。 

２ 研究会に有識者その他、座長が必要と認める者の陪席を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 研究会の庶務は、本部事務局国出先機関対策プロジェクトチームにおいて行う。 

（会議の公開） 

第７条 研究会の会議は公開を原則とする。 

（補足） 

第８条 この要領に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。    

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成25年３月２日から施行する。 

２ この要領の施行の日以後最初に開かれる研究会は、第５条第１項の規定にかかわらず、広域連合

長が招集する。 
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（３）これまでの開催結果 

○第１回会合 

（日  時）平成25年３月23日（土） 

（出席者）新川座長、山下副座長、村上委員 （欠席：北村委員） 

       ［ゲスト］中村・滋賀大学環境総合研究センター特任教授 

（議 事）(1) 検討の方向性およびスケジュールについて 

(2) 具体的な政策分野（河川管理）を通じた論点について 

○第２回会合 

（日  時）平成25年４月22日（月） 

（出席者）新川座長、山下副座長、北村委員、村上委員 

（議  事）(1)具体的な政策分野（産業振興、インフラ整備、森林保全）を通じた論点 

(2)「道州制基本法案（骨子案）」の問題点等 

○第３回会合 

（日  時）平成25年５月2０日（月） 

（出席者）新川座長、山下副座長、北村委員、村上委員 

［ゲスト］佐々木・中央大学教授、 石田・徳島大学大学院准教授 

（議  事）(1)大都市圏および小規模市町村との関係から見た道州制の意義や課題等 

(2)「道州制基本法案（骨子案）」の問題点等（２回目） 

○関西広域連合委員会との意見交換 

（日 時）平成25年５月23日（木） 

（出席者）新川座長、山下副座長、北村委員、村上委員 

（内 容）研究会の検討経過および今後の検討に当たってのポイント など 

○第４回会合 

（日 時）平成25年６月17日（月） 

（出席者）新川座長、山下副座長、北村委員、村上委員 

（議 事）道州制のあり方について（中間報告案） 

○関西広域連合議会「広域行政システムのあり方検討部会」との意見交換 

（日 時）平成25年６月22日（土） 

（出席者）新川座長、山下副座長 

（内 容）道州制のあり方について（中間報告案） 

（４）今後の予定

○第５回会合以降 

（日 時）７月以降（月１回程度開催） 

（議 事）具体的な政策分野（社会保障や教育など）を通じた論点 など 

○年度内 (予定※国の動向により変動あり)

最終報告とりまとめ



河川（治水）に関する国と地方の主な役割分担の現状

管理区分 事務・権限等 砂防 森林・治山 農地（水田） 下水道（雨水） 防災その他

本省

■河川法
○一級河川の指定
　　（知事等の意見をきく）
○河川整備基本方針の策定　［対象：一級河川］
○一級河川（直轄管理区間）改修等の箇所付け
○災害発生等に対する必要な措置（指示）
　　［対象：一級河川、二級河川、準用河川］

■砂防法
○砂防設備を要する土地等の指定

■地すべり等防止法
○地すべり防止区域等の指定

■急傾斜地の崩壊による災害の防
止に関する法律
○区域の指定等に係る都道府県へ
の指示

■森林法
○全国森林計画・森林整備保全事
業計画の策定
　　（知事の意見をきく）
○保安林の指定
　　（国有林、特定保安林等）
○保安施設地区の指定

■土地改良法
○土地改良長期計画の策定
　　（知事の意見をきく）
○国営土地改良事業計画の策定
　　（都道府県と協議等）

－
■土砂災害防止法
○土砂災害防止対策基本方針の作成

出先
機関

■河川法
○河川整備計画の策定
　　（知事、市町村長の意見を聴く）
○河川管理・改修等
　　（維持：国10/10、
　　　改良：　国2/3、府県1/3等）

■砂防法
○複数の府県に関わる設備整備等
　　（国2/3、地方1/3）

■地すべり等防止法
○重要な防止施設の新設・改良等
　　（国2/3、都道府県1/3）

■森林法
○国有林の地域森林計画の策定
　　（知事、市町村長の意見をきく）
○保安施設事業の実施
　　（都道府県負担：1/3以内）

■土地改良法
○国営土地改良事業の実施
　　（農業用用排水施設等の整備・管理
　　　【主に基幹部分】）（国2/3等）

－

■水防法
○洪水予報河川等の指定
○浸水想定区域の指定 図

一級河川
(指定区間)

①同上
②国土交通大
臣が指定し、都
道府県知事管
理（法定受託事
務）

■河川法
○河川整備計画の策定
　　（国の認可）
○河川管理・改修等
　　（修繕等：都道府県10/10（1/3以内国補助）、
　　　改良：国1/2、都道府県1/2）

二級河川

一級河川以外
の公共の利害
に重要な関係
のある水系に係
る河川で都道
府県知事が指
定。都道府県知
事管理。（法定
受託事務）

■河川法
○二級河川の指定
　　（市町村長の意見をきく）
○河川整備基本方針・河川整備計画の策定
　　（国と協議＋同意、市町村長の意見を聴く）
○河川管理・改修等
　　（管理：都道府県10/10、
　　　改良：国1/2以内、都道府県1/2以上　等）
○ダム等に係る改良工事など（国と協議）

準用河川

普通河川
(河川法対象
外)

○準用河川：一
級河川及び二
級河川以外の
河川の中から
市町村が指定。
市町村管理。
（自治事務）
○普通河川：河
川法の適用を
受けない公共
河川。市町村管
理（自治事務）

■河川法等
○準用河川の指定
○河川管理・改修等
　　（管理：市町村10/10、
　　　改良：国1/3　等）
○ダム等に係る改良工事など
　　（知事と協議）

－

■森林法
○市町村森林整備計画の策定
　　（知事と協議）

■土地改良法
○市町村土地改良事業計画の策定
　　（都道府県へ報告）
○市町村土地改良事業の実施
　　（農業用用排水施設等の整備・管理
　　　【主に末端部分】）（国1/2等）

■下水道法
○公共下水道の設置、改築、修繕、維
持その他の管理
　　（建設費国1/2、都道府県1/2等）
○公共下水道事業計画の策定
　　（都道府県に協議）

■災害対策基本法
○市町村地域防災計画の策定・実施
○避難指示、勧告

■水防法（水防管理者）
○水防計画の策定
○水防活動の実施
○洪水ハザードマップの作成配布

■土砂災害防止法
○警戒避難体制の整備等の実施

■建築基準法
○災害危険区域の指定

主な関連分野

■森林法
○地域森林計画の策定
　　（国と協議＋同意）
○保安林（民有林）の指定
○保安施設地区台帳の調整・保管
○保安施設事業の実施
　　（国補助：2/3以内）

■土地改良法
○都道府県土地改良事業計画の策定
　　（市町村と協議等）
○都道府県土地改良事業の実施
　　（農業用用排水施設等の整備・管理
　　　【主に支線部分】）（国1/2等）

河川

一級河川
(直轄管理
区間)

①国土交通上
又は国民経済
上特に重要な
水系に係る河
川で、国土交通
大臣が指定
②一級河川の
中でも重要度の
高い区間で、国
土交通大臣管
理。

府県

市町村

■下水道法
○流域別下水道整備総合計画の策定
　　（複数都府県の区域にわたる水系
に係る河川等については国と協議）
○流域下水道の設置、改築、修繕、維
持その他の管理
　　（建設費国1/2、都道府県1/2等）
○流域下水道事業計画の策定
　　（国と協議）

■災害対策基本法
○都道府県地域防災計画の策定・実施

■水防法
○都道府県水防計画の策定
○洪水予報河川等の指定
○浸水想定区域の指定

■土砂災害防止法
○土砂災害警戒区域等の指定

■都市計画法
○区域区分の指定
　　（市街化区域・市街化調整区域）

■建築基準法
○災害危険区域の指定

■砂防法
○砂防指定地の行為規制・監視等
　　（土地の掘削、盛土、切土、土石
の採取、立竹木の伐採等）
○砂防設備の管理・工事・維持
　　（国1/2、都道府県1/2　等）

■地すべり等防止法
○防止区域の設備管理・工事等
　　（工事：国1/2、都道府県1/2）

■急傾斜地の崩壊による災害の防
止に関する法律
○区域の指定、管理、工事等
　　（工事：国1/2、都道府県1/2）

国
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水循環基本法（水制度改革国民会議とりまとめ案）の概要
                                       [2009 年] 

Ⅰ 制定のねらい

○ 省庁縦割りの水管理を見直し、循環する水全体、森・川・海を一体としてとらえ、流域す
 べてを視野に入れた健全な水循環を確保。 
○ 現状では細分化され目的が異なる森林、河川、海岸等に関連する各法律を、水循環という
 観点から、環境指向的な一つの法律として統合。 

Ⅱ とりまとめ案の概要
１ 目的 

 （１）健全で持続可能な水循環型社会の形成について基本理念を定める。          
 （２）国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにする。             
 （３）水循環型社会の形成に関する統合的水管理施策を総合的かつ計画的に推進する。    
 （４）もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。 

２ 基本理念（省略） 

 ３ 関係者の責務等・国の責務（省略） 

 ４ 基本方針、基本計画等 
 （１）国は、流域連合が策定する「流域別水循環計画」の前提となる基本方針を策定する。 

（２）「流域連合」は、国の基本方針に基づき、流域別水循環計画を策定する。 

 ５ 基本的施策 
 （１）国は、下記の基本的施策に関する基本方針を示し、河川流域を構成する地方公共団体は、 

流域連合を結成し、流域別水循環計画に基づいてこれらの基本的施策を講じる。 
・流域治水対策の推進 
・水環境管理の適正化及び水循環系の再生と保全 
・第三者機関による公正な水環境監視 
・利水システムの合理化の促進 
・地下水の保全と利用の適正化の推進 

 ・河川と森林との統合管理の推進 
・農地の保全と活用 
・水道及び水循環保全施設の流域圏統合経営の推進 
・老朽化施設の更新と機能の向上並びに異常渇水や震災などに備える非常時対応 
・財政制度の見直し 
・科学技術の振興及び国際協調の推進 

 ６ 中央政府の行政組織及びその再編整備 
 （１）水循環庁の設置 

・水循環庁は、水循環社会の実現に向けて基本的施策の推進のための全ての事務を所掌する。
・また、水循環に関わる現行の個別制度の全てを所管し、統合的水管理体制に移行する。 
・ただし、将来の道州制の導入も踏まえ、政策実施権限の多くを「流域連合」に委譲する。 

 （２）中央水循環審議会の設置                             
・水循環政策の基本方針の審議、水循環政策の進捗状況等を調査審議する。         

 ７ 「流域連合」の設置等、地方公共団体の行政組織及びその再編整備 
（１） 河川流域を構成する地方公共団体(市町村と都道府県)は、河川流域の統合的管理主体(地

方公共団体の連合組織)である流域連合を設置する。
（２） 流域連合に関わる立法機関として予算、組織、人事などに関わる諸議案を議決し、流域水

循環条例その他の諸規定を制定する流域連合議会を設ける。
（３） 流域連合に諮問機関として流域水循環審議会を設ける。
（４） 流域連合及び同議会の業務監理に当る組織として、流域連合監査機構を設ける。

 ８ 流域住民との協働（省略） 
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